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   （案） 

★ 月例会のご案内 ★   

初冬、会員の皆様にはご清祥のことと存じ上げます。 

ご承知のように、フィリピンは 1 億人を超える人口を抱え、平均年齢が 20 代前半

という若い人口構成を背景として消費市場が拡大し、順調な経済成長を遂げています。

2016 年に就任したドゥテルテ大統領は、市場自由化やインフラ支出の拡大によって

一層の経済成長を目指すと同時に、汚職撲滅や治安改善などの環境改善を図り、外国

投資を積極的に推進しています。その一方で、厳格な外資規制の存在、競争法など各

種規制の執行強化など、フィリピンにおける事業活動には留意すべき事項も多くあり

ます。 

そこで、今回は現地の法務事情に詳しい小林氏を講師にお迎えし、魅力的な市場で

あるフィリピンのビジネスにおいて企業法務担当者の留意すべき基礎的な以下の事

項につき、直近のコロナに関する法改正をふまえて、ご解説いただきます。 

①フィリピンの概況、②外資規制、③進出形態、会社の組織等、④労働法、ビザ取

得に関する最新状況、⑤コンプライアンス（競争法、贈収賄、個人情報）、⑥債権回収

方法、紛争解決・裁判制度、⑦近時の法令動向／コロナに関する法改正の動向 

企業法務担当者の実務の参考に資する貴重な機会です。ふるってご参加下さい。 

 

                 記 

 

日 時  2021 年 1 月 22 日（金）午後 2時～3時 30 分（日本時間） 

内 容 「フィリピンビジネスの基礎法務～最新の法令状況のアップデート」 

小林純也氏（米国ＮＹ州弁護士／弁護士法人 One Asia パ－トナー弁護士）  

会 場  ＷＥＢ（ライブ配信） 

     使用アプリ: ｢Zoom｣ウェビナー 

定 員  100 名 

参加費  会員無料 

 

申込要領  ・参加を希望される方は、本メールに記載の事前登録のためのＵＲＬから、

又はＨＰより「事前登録」をして下さい。 

･事前登録が完了しますと確認メールが自動送信されます。 

             ※このメールに視聴ページのリンクがございます。 

           ・開催当日、接続開始時刻(13：45) 以降に各自の端末から視聴ページの 

リンクにアクセスしてください。 

           ・資料はお申込み頂いたメールアドレス宛て、前日までに送信致します。 

           ・ブラウザでも視聴可能ですが、安定性確保のため、事前にアプリダウン 

             ロードを推奨します。Zoom 公式ページ「ダウンロードセンター」にて 

             ＰＣ、スマートフォン、タブレット等でダウンロードができます。 

 

※お申込に係る個人情報は、当月例会の受付事務に利用し、他には利用しません。 

http://www.ibltokyo.jp/

